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回答者属性

北広島団地地区

アンケート回答数 西の里地区

大曲地区

西部地区

東部地区

東部

280156

43

1147

45

153

市民対象

659

153

69

259

994

24

158

14

60 218

116

276

1448

40

72

回答率

65.7%

市民 自治会長
地区

市民

男 女 合計

北広島団地

110

回答率

110

送付数

56

西の里

170124

24

659

46

大曲

西部

計

回答数

計

自治会長対象

57.5%

57.5%

994 549

179

54.9%

送付数

480

71.9%

55.9%

58.1%

51.3%

51.8%934

32.9%

10.0%
24.2%

7.1%

25.8%

男性

33.5%

13.4%
22.3%

5.0%

25.8%

女性

 １  冬の生活に関するアンケート調査結果  

 

アンケートは平成 22 年９月に実施し、無作為に抽出した市民の方と自治会長、

計 1,147名に調査票を送付したもので、回答数は市民 549件、自治会長 153件、回

答率は 57.5％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・「北広島団地地区」「大曲地区」「東部地区」が比較的高い回答率となっています。 

・回答者の居住地の内訳に男女の差はありませんでした。 
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2.0%

9.4%

13.5%

17.3%

12.7%
15.6%

13.8%

15.7%

6.1%
8.0%

1.4%

42.1%
23.5%

15.0%

0.5%
3.4%

問１．性別について

1

2

有効回答数 659

72.5%478

181

男性

女性 27.5%

問２．年齢

1

2

3

4

5

6

7

8

13.8%

７５歳以上

５０～５９歳

６０～６４歳

６５～６９歳

114

103

103

７０～７４歳

有効回答数 659

12.7%

15.6%

84

17.3%

2.0%

9.4%

13

62

13.5%89

91

３０歳未満

３０～３９歳

４０～４９歳

15.7%

問３．世帯状況

1

2

3

4

5

6

7

8

3

６５歳以上の方の一人世帯

６５歳未満の方の一人世帯

重度身体障害を有する方の一人世帯

38

50

9

６５歳未満の方が複数暮らす世帯

６５歳以上の方が複数暮らす世帯

42.1%

1.4%

6.1%

8.0%

６５歳以上の方と一緒に暮らす世帯

147

3.4%

0.5%

23.5%

15.0%

21

625有効回答数

263

重度身体障害を有する方と一緒に暮らす世帯

重度身体障害を有する方が複数暮らす世帯

94

72.5%

27.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基本項目■ 

 

・30歳未満の回答者が特に少ないですが、他の年齢層では著しい差はありませんでした。 

・一人住まいの世帯の回答者は２割弱でした。 

・最も多いのは「65 歳未満の方が複数で暮らす世帯」で４割強、次いで「65 歳以上の方が複

数で暮らす世帯」が２割強でした。 

・回答者の約７割が男性、約３割が女性でした。 
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13.1%

13.5%

16.7%

12.4%

44.3%

72.8%

20.5%

6.1% 0.6%

76.0%

6.2%

3.3% 14.5%

問４．居住地区

1

2

3

4

5

10.8%

656

43

155 23.6%

217

6.6%

北広島団地地区 33.1%

西の里地区 71

大曲地区

東部地区

西部地区

25.9%170

有効回答数

問５．現在のお住まい

1

2

3

4

658

14.5%

3.3%22

41

500 76.0%

集合住宅貸家

6.2%

一戸建て持ち家

集合住宅持ち家

95

有効回答数

一戸建て貸家

問６．居住年数

1

2

3

4

5

12.4%

292 44.3%

１５年以上２０年未満

86 13.1%５年未満

５年以上１０年未満 89

110 16.7%

659

13.5%

82

２０年以上

１０年以上１５年未満

有効回答数

問７．冬期間の主な交通手段

1

2

3

4

658

0.6%

6.1%

その他

徒歩

4

40

135 20.5%

72.8%

公共交通等

479自家用車

有効回答数

33.1%

10.8%

23.6%

6.6%

25.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・「北広島団地地区」「東部地区」「大曲地区」の順に多く、これらの地区を合わせて全体の８

割強でした。 

・住居の形態は「一戸建て持ち家」が大多数で、全体の８割弱でした。 

 

・居住年数が「20年以上」の回答者が全体の４割強でした。 

 

・冬期間の主な交通手段は「自家用車」が大多数で、全体の７割強でした。 

 



 

 42 

25.8%

10.5%

9.9%

1.8%

33.4%

3.6%

5.3%

1.7%
1.2% 4.7% 2.1%

21.3%

14.8%

16.6%

2.3%

23.8%

2.7%

5.2%

2.9%
4.1% 3.4% 2.9%

問８．冬の生活で困っていること（３つまで回答）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
有効回答数 1566

買い物 64 4.1%

特にない 53 3.4%

ﾊﾞｽなどの運行時間の遅れ 46 2.9%

その他 47 2.9%

車の運転 81 5.2%

通勤・通学 42 2.7%

自宅前の置き雪の除雪 372 23.8%

除雪での近所とのトラブル 36 2.3%

雪を捨てる場所 260 16.6%

歩道の除雪状態 231 14.8%

車道の除雪状態 334 21.3%

問９．冬の生活で一番望むこと

1 車道の除雪状態の改善

2 歩道の除雪状態の改善

3 雪を捨てる場所の確保

4 除雪での近所とのトラブル解消

5 自宅前の置き雪の処理

6 スムーズな通勤・通学

7 安心できる車の運転

8 ﾊﾞｽなどの運行時間の正確さ

9 買い物への行きやすさ

10 特にない

11 その他

有効回答数

31 4.7%

14 2.1%

11 1.7%

8 1.2%

24 3.6%

35 5.3%

659

220 33.4%

12 1.8%

69 10.5%

65 9.9%

170 25.8%

 

 

 

 

 

 

  

・「自宅前の置き雪の除雪」、「車道の除雪状態」、「雪を捨てる場所」、「歩道の除雪状態」につ

いて困っているとの回答が多く、それ以外の回答はいずれも少数でした。 

・「自宅前の置き雪の処理」「車道の除雪状態の改善」「歩道の除雪状態の改善」「雪を捨てる場

所の確保」について望まれており、それ以外の回答は少数でした。 

・問８の「困っていること」と問９の「望むこと」の回答の内訳はほぼ共通しており、いずれ

も重要な課題であることがうかがえます。 

■冬の生活について■ 
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13.1%

43.1%19.4%

16.2%

8.2%

4.5%

22.5%

17.7%35.5%

19.8%

4.1%

19.8%

23.2%30.3%

22.6%

問10．道路の除雪についての満足度（市道）

○ 市道について（幹線道路）

1 81 13.1%

2 267 43.1%

3 120 19.4%

4 100 16.2%

5 51 8.2%

619有効回答数

不満

やや不満

どちらともいえない

やや満足

満足

○ 市道について（生活道路）

1 28 4.5%

2 140 22.5%

3 110 17.7%

4 221 35.5%

5 123 19.8%

622有効回答数

満足

やや満足

どちらともいえない

やや不満

不満

○ 市道について（歩道）

1 25 4.1%

2 121 19.8%

3 142 23.2%

4 185 30.3%

5 138 22.6%

611

やや不満

不満

有効回答数

満足

やや満足

どちらともいえない

 

 

 

 

 

 

  ・「満足」「やや満足」を合わせると過半数を占め、市道の幹線道路の除雪については概ね

満足と評価されています。 

・「やや不満」「不満」を合わせると過半数を占め、生活道路の除雪については満足されて

いない傾向がうかがえます。 

・幹線道路の回答とは対照的でした。 

・「やや不満」「不満」を合わせるとほぼ半数であり、歩道の除雪については満足されてい

ない傾向がうかがえます。 

・生活道路と同様の傾向でした。 
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23.3%

46.3%

20.0%

7.6%

2.8%

9.6%

28.4%

40.6%

14.4%

7.0%

36.0%

39.5%

15.5%

6.4%
2.6%

16.7%

30.2%36.9%

11.9%

4.3%

問10．道路の除雪についての満足度（道道）

○ 道道について（幹線道路）

1 139 23.3%

2 276 46.3%

3 119 20.0%

4 45 7.6%

5 17 2.8%

596有効回答数

不満

やや不満

どちらともいえない

やや満足

満足

○ 道道について（歩道）

1 55 9.6%

2 162 28.4%

3 232 40.6%

4 82 14.4%

5 40 7.0%

571有効回答数

やや不満

不満

やや満足

どちらともいえない

満足

問10．道路の除雪についての満足度（国道）

○ 国道について（幹線道路）

1 218 36.0%

2 239 39.5%

3 94 15.5%

4 39 6.4%

5 15 2.6%

605有効回答数

不満

やや不満

どちらともいえない

やや満足

満足

○ 国道について（歩道）

1 98 16.7%

2 177 30.2%

3 216 36.9%

4 70 11.9%

5 25 4.3%

586有効回答数

やや不満

不満

やや満足

どちらともいえない

満足

 

 

 

 

 

  

・「満足」「やや満足」を合わせると約７割を占め、また「やや不満」「不満」を合わせても

約１割程度であることから、道道の幹線道路については高く評価されています。 

・「満足」「やや満足」を合わせて約４割に対して「やや不満」「不満」を合わせて約２割で

あり、残る４割が「どちらともいえない」であることから、道道の歩道については路線

や箇所によって評価が分かれていることがうかがえます。 

・「満足」「やや満足」を合わせて約 3/4 を占め、また「やや不満」や「不満」を合わせて

も約１割程度であることから、国道の幹線道路は高く評価されています。 

・「満足」「やや満足」を合わせて５割弱、「やや不満」「不満」を合わせて約２割弱、「どち

らともいえない」が 4 割弱であることから、国道の歩道についても道道の歩道と同様に

路線や箇所によって評価が分かれていることがうかがえます。 
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6.1%

8.3%

24.5%

29.5%

8.9%

19.9%

1.3% 1.5%

6.0%

11.5%

41.7%
21.2%

8.5%
11.1%

問１１．どのような除排雪を望みますか（２つ回答）

1

2

3

4

5

6

7

8

有効回答数 1198

特にない 15 1.3%

その他 17 1.5%

玄関、車庫前の置き雪の処理 238 19.9%

通勤、通学などの歩道の除雪 107 8.9%

生活道路の除雪の充実 294 24.5%

生活道路の排雪 354 29.5%

幹線道路の除雪の充実 73 6.1%

幹線道路の排雪の充実 100 8.3%

問１２．除排雪事業にかかった費用について、どのように思いますか

1 費用をかけすぎ

2 どちらかといえばかけすぎ

3 現在の費用でよい

4 どちらかといえばもう少しかけるべき

5 費用をもっとかけるべき

6 その他

有効回答数

70 11.1%

633

134 21.2%

54 8.5%

73 11.5%

264 41.7%

38 6.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・「生活道路の排雪」「生活道路の除雪の充実」「玄関、車庫前の置き雪の処理」が除排雪の中

で特に多く望まれています。 

・「費用をかけすぎ」「どちらかといえばかけすぎ」を合わせ２割弱、「どちらかといえばもう

少しかけるべき」「費用をもっとかけるべき」が約３割、「現在の費用でよい」が約４割であ

り、全体的にはやや「かけるべき」の傾向がうかがえます。 
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42.5%

22.9%5.9%

1.1%

14.1%

1.7%
5.9% 5.9%

79.5%

2.2%

6.1%

3.9%

8.3%

30.9%

42.3%

15.0%

11.8%

問１３．玄関先や車庫前の置き雪は、どなたが処理していますか

1

自己負担で業者に依頼

ア 除雪のみ

イ 排雪のみ

ウ 除雪と排雪

3 その他 53 8.3%

79.5%

39 6.1%

507

25 3.9%

14 2.2%

有効回答数

自分や家族

2

638

問１４．玄関先や車庫前の置き雪は、どのように処理していますか

1 自宅敷地に積む

2 道路の端に積む

3 公園や緑地に捨てる

4 河川や用水路に捨てる

5 空き地に捨てる

6 市の雪堆積場に捨てる

7 融雪槽やロードヒーティングで溶かす

8 その他

有効回答数

148 22.9%

38 5.9%

275 42.5%

1.1%

38 5.9%

91 14.1%

11

7

38 5.9%

1.7%

646

問１５．玄関先や車庫前の置き雪の処理は、誰が行うのが適当だと思いますか

1

2

3

4

有効回答数 641

その他

市が行うべき

271

198

各自が行うべき

新たな補助制度などで処理すべき 96

76

42.3%

15.0%

11.8%

30.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・間口除雪の処理については「自分や家族」が大多数で、全体の約８割でした。 

・「自己負担で業者に依頼」しているのは１割強でした。 

・間口の置き雪の処理は主に「自宅敷地」「道路の端」「空き地」にて行われています。 

・間口の置き雪の処理を行う主体としては「各自」が４割強で最多ですが、「市」も３割程度

と多い傾向にあります。 

■間口の除雪について■ 
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23.7%

11.0%
54.7%

10.6%

53.4%46.6%

38.2%

7.8%

6.2%

15.7%

26.2%

5.9%

6.0%

20.8%

42.6%

14.4%

16.2%

問１６．福祉除雪をご存じですか

1

2

652有効回答数

46.6%

知っている 53.4%348

304知らない

問１７．今後このような除雪サービス事業を利用したいと考えていますか

1 利用したい

2 利用したくない

3 条件によっては利用したい

4 その他

有効回答数 625

66 10.6%

148

342

69 11.0%

54.7%

23.7%

問１８．福祉除雪対象要件について伺います（複数回答可）

1 対象要件は現在のままでよい

2 対象年齢を引き上げるべき

3 対象年齢を引き下げるべき

4 所得要件は設けるべきでない

5

6 その他

有効回答数

7.8%

15.7%

273

56

714

44

112

42

38.2%

6.2%

26.2%

5.9%

187
所得要件は、段階に応じた個人負担
を設定するなどの緩和をすべき

問１９．近隣の住宅の除雪ボランティアに参加する考えはありますか

1

2

3

4

5

有効回答数

すでに参加している

619

その他

14.4%

100

37

89

参加の考えがある

16.2%

20.8%

参加する考えはない 42.6%264

129

6.0%

条件によって参加してもよい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・福祉除雪については、「知っている」がわずかに過半数を超える程度でした。 

・福祉除雪について「条件によっては利用したい」が５割強、「利用したい」が２割強で、多

くの回答者に利用の意向があります。 

・福祉除雪の対象者となりうる条件については「現在のままでよい」が４割弱に対し、「所得

要件を緩和すべき」が３割弱でした。 

・除雪ボランティアに「参加する考えはない」が４割強、「すでに参加している」「参加の考え

がある」「条件によっては参加してもよい」を合わせて４割程度であり、参加の意思の有無

は概ね半々に分かれました。 

■福祉除雪について■ 
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31.9%

68.1%

9.3%

37.5%
40.8%

12.4%

29.2%

20.1%
31.3%

19.4%

問２０．小型除雪機械の貸し出し制度をご存じでしたか

1 知っている

2 知らない

有効回答数

439 68.1%

206 31.9%

645

1

2

3

4

利用したくない 233

12.4%77その他

条件によっては利用したい 40.8%

有効回答数 622

37.5%

利用したい 58 9.3%

問２１．今後、このような小型除雪機械の貸し出し制度を
　　　　 利用したいと考えていますか

254

問２２．小型除雪機械の貸し出し制度で支障となっていること（複数回答可）

1

2

3

4 19.4%

31.3%

29.2%

20.1%利用期間が短い

有効回答数 617

担い手がいない

その他 120

193

124

利用料金が高い 180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・小型除雪機械の貸し出し制度を知らない回答者は全体の約７割でした。 

・「利用したい」「条件によっては利用したい」を合わせてほぼ５割に対し、「利用したくない」

は４割弱でした。 

 

・制度利用の際に支障となるのは「担い手がいない」「利用料金が高い」がそれぞれ約３割、

「利用期間が短い」が約２割でした。 

■小型除雪機械貸し出しについて■ 
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問２３．雪の利活用や冬季間のイベント等についてのご意見（同じ様な意見については、まとめさせて頂きました。）

【提　案】
・ パ－クゴルフ用具を使用した小中学生から大人まで遊べる遊び場。

・ 高速のインタ－に雪像を作ろう。

・ 中央通線の両脇の傾斜面を利用して雪灯りロ－ドを演出すればどうか。

観光の無い北広島の新しい名物になるかもしれない。

・ 学校、市役所等のク－ラ－に使えばどうか。

・ 大きな滑り台等のあるスノ－パ－クを作ればいいのでは。

・ 雪中ウォ－キング(かんじきを履いて）で、冬の景色を楽しむ行事をもう少し広げてもいいのでは。

・ 雪山造成。　

・ 歩くスキ－やスノ－シュ－で森林内を歩けるコ－スを設定し市民に自由に楽しんでもらう。

・ エルフィンロ－ドをクロスカントリ－コ－スとして圧雪整備する。

・ 緑陽公園や竹葉公園のグランドを圧雪して、周回コ－スを作り小中学校の体育に活用してはどうか。

・ 小中学校のグラウンドを利用して雪合戦等を地区ごとに行い、冬の運動不足を補う。

・ 外国人の観光用のお土産として発泡スチロ－ル又は缶詰用に雪だるまを利用してはどうか。

・ 歩くスキ－協会などが開催している行事をもっと市として普及してはいかがか。

・ 雪まつりなどのイベントは良い取り組みだと思う。　市民による雪像づくりをしてみてはどうか。

・ スノ－モ－ビルや犬ゾリ等の大きな大会を開催してはどうか。

・ 店舗等の冷暖房への利用、及び商品への冷却への促進利用。

・ スケ－トリンクを作ってみてはどうか。

・ 小中学校のグラウンドで雪中運動会の催しを各町内会に働きかけてみてはどうか。

・ かまくら・氷のカフェ・雪の光のオブジェなどの雪の創作広場を作ってみてはどうか。

・ 農作物の保存や冷房など、生活・産業へ活用する。

・ 雪像や氷の美術館みたいのをやったらいいと思う。

・ ホテルやゴルフ場と協力して、夜はイルミネ－ションのような幻想的な空間を、昼は地元の

飲食店が食の祭典を開催することで、ご当地名物がうまれるのでは。

・ 住宅の身近な所々に雪灯篭などで飾る週間を設け、静かに楽しむ。

【要　望】
・ 公園の斜面を子供がスキ－やソリ遊びが出来る様にしてもらいたい。

・ 雪遊び大会の様な行事に市が積極的姿勢を示してほしい。

・ 大曲地区でも雪のイベントを開催してほしい。

・ 大変だと思うが、冬も雪上パ－クゴルフが出来ると良いと思う。

・ 祭りとかでは無く、野菜の保存とか生活水として使える方法が知りたい。

・ 子供が遊べる迷路や雪山といった環境を作って欲しい。

・ 工夫をこらしたフェスティバルなどを考えてくれれば良いと思う。

・ 雪初心者への色々なアドバイスなど、行政で行ってくれたら本当に助かる。

・ お祭り的な一過性のものではなく、生活に密着した取り組みをしてほしい。

・ 歩くスキ－やかんじき履いての野鳥観察などは、今後も愛好者が増えるようキャンペ－ンに

力を入れてほしい。

・ 雪まつりなどの行事は充実して、実施した方が良い。

・ 歩くスキ－のコ－スを整備し、用具一式貸し出しして欲しい。

・ 市全体では無く、居住区に合わせた対策が必要だと思う。

・ 各公園を利用して、何かスポ－ツ施設を考えられないだろうか。

・ 旧西部小学校跡地に冬期間遊べる場所作っても良いと思う。

・ 子供が参加できるイベントを増やしてほしい。

・ 高齢化が進み、家に閉じこもらないよう、歩きスキ－ロ－ド、ウォ－キングの遊歩道、散策道

を作って外の誘導をしてほしい。

・ 冬期間のイベント等はもう少し市民に参加しやすい方法を考えてほしい。

・ 総合体育館付近の雪のすべり台を今後も続けて欲しい。
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【その他】
・ 雪まつりをしようと思えば区の自治会がボランティアで作り上げると思う。

・ 過去、北広島プリンスで行っていた雪合戦は良いイベントだったのに残念。

・ 市の中心だけでなく、地域別に開催場所を増やして誰もが参加しやすくしてほしい。

・ 各町内会で、冬期間６５歳以上の住民に対して、月に１回のボランティア除雪をする。（町内会全員）

・ 当自治会では、過去３年間キャンドルイルミネ－ションを実施している。

・ 段々中学校でスキ－学習が無くなっているので、スキ－一式代援助などしてほしい。

・ 冬期間における雪祭り等行事がある場合、交差点付近を排雪して利用したらどうか。

・ 小学校対抗の雪中サッカ－大会などスポ－ツ的なことをする。

・ イベントは若い人の楽しみでやってほしい。

・ イベント開催地まで行けるよう、道路状況をきちんとしてほしい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問２４．雪対策についての自由意見（前問と同様、同じ様な意見については、まとめさせて頂きました。）

【提　案】
・ 今までは雪を捨てる事だけを考えていたが、今一度雪の利用方法を北広島市として一般公募してみては。

・ もっと道路に砂をまくとか。

・ 組合で実施している除雪が間に合わない場合、地域に小さな建設業者機械を持っているケ－スがある。

それを一時的にでも困った地域に活用できないのだろうか。

・ 除雪して積み上げた高さが一定基準（基準設定して）に達したら排雪するル－ルを作って欲しい。

・ 財政面（除雪費用の抑制→現状より増やさない）

・ 回数よりも質の向上。（１回の出動で効率的に除雪する。）

・ 除雪技術の向上（道路施設の破損を防ぐ。）

・ 現状の除排雪のサ－ビスに「有償サ－ビス」を加え、行政サ－ビスは費用がかかることを示し、それでも希望

する方にサ－ビスを満たすような仕組みを作ってほしい。

・ 毎年雪は降る訳だから、道路の雪部分だけでも雪を溶かす重機を開発すると、雪処理が楽になるのでは？

・ 隣近所で助け合うのが一番だと思う。

・ 除雪された雪は端に残しておくのではなく、その日のうちに排雪してほしい。

・ 現行の方法を洗い直し、コストダウン化と公園や河川、調整池などの空間利用を研究すべき。

・ 路上駐車のため除雪が出来ない、小中学生が車道で歩いて危険。　市や町内会で忠告してはどうか。

・ 各公園を雪堆積場として考えたらどうか。

・ 太陽光エネルギ－利用の融雪システムの開発。

・ 融雪溝、排水溝等の導入を検討したらどうか。

・ 温泉水を利用した融雪。

・ 中学生などに除雪ボランティアを呼び掛けたり、募ったりしたらどうか。

・ 融雪機の設置の助成があってもいいと思う。

・ 町内会毎に除雪の雪置き場を確保する。

・ 市が積極的にロ－ドヒ－ティングなどの融雪についての推進を広報したらどうか。

【要　望】
・ 通学・通園・通園用歩道の除雪の充実。

・ 居住者の所得層・年齢層が異なる条件下で一律の補助制度を適用するのは改善されたい。

・ 除雪車の通過後、路面がツルツルで転びやすくなるので、対策を考えてほしい。

・ 責任の所在の明確化は基より、やる気のある担当人材の配置を希望します。

・ 冬期間の除雪パトロ－ルの回数を増やし、業者に改善・指導を徹底して欲しい。

・ 降り続ける雪の中で遊んで暮らすのは当たり前のことだ。だったら楽しくやりたい。行政が先導役を果たすべだ。

・ 西部地域には、高齢者の１人住まいも多い。　除雪には最大の配慮をお願いしたい。

・ 生活道路での除雪を交差点に積み上げないようにして欲しい。

・ ゴミステ－ションの除雪をもっと丁寧にして欲しい。

・ 除雪車の進行方向によって、置き雪の量に差があり過ぎる。もっと工夫して欲しい。

・ 小型除雪機は希望する自治会に無償で貸与願いたい。
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・ 自治会毎に有志によるボランティア団体を設立し、除排雪作業を実施する体制を考えて欲しい。

・ できれば１回の助成を２回にしていただければ、安全・安心な冬を過ごせるのでは。

・ 年々費用のわりに質が悪くなっている様に感じるので、市も見回りして除雪業者に指導をして欲しい。

・ 排雪に関して、市役所負担延長を少しでも伸ばして欲しい。

・ 車道ばかりでなく、歩道除雪にも力を入れて欲しい。

・ 市職員の家の町内会を職員が率先して、市民を守る気持ちで見回りをして欲しい。

・ 除雪車の出動基準があると思うが、現状と合わない場所もあるので、もっときめ細かな対応をお願いしたい。

・ ボランティア除雪を増やす施策を考えてもらいたい。

・ 公園にもっと多くの雪を置ける様、整備して欲しい。

・ 玄関先や車庫前の除雪もしてほしい。（帰ってから家に入れないことがある。）

・ 空き地を利用して生活道路の圧雪の処理をして欲しい。

【その他】
・ 大雪になると、除雪が遅く、通勤車が出せない。　冬を快適に暮らせる様対応して欲しい。

・ 歩道の確保をやめて人と車が通る１本道にして道路を広くしたらどうか。　道路を歩いている人に注意しない

ドライバ－はいないだろう。

・ 現在年１回の排雪作業は見直し時期に来ているのでは。　１回では１度の吹雪で効果が無くなってしまう。

・ 市で除雪チ－ムを作って、冬仕事の無い方を登録して、除雪アルバイトをしてもらったらどうか。

・ 除雪で硬められた大量の氷雪は人力では困難。　大型除雪機械による置き雪対策は必要。

・ 排雪負担は決して少なくないと思っている家庭は多いとは思うがお互い様の心でありたいと思う。

・ 個人排雪に補助をする。

・ 雪の少ない場所を除雪車でアスファルトが見えるくらいしなくてもいいと思う。　やって欲しい場所は沢山ある。

・ 駅前の歩道は車椅子でも通れるようにしてほしい。
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 ２  策定経過  

 

(１)北広島市雪対策基本計画策定検討委員会 

《設立趣旨》 

北広島市の総合的な雪対策を行うために策定する「北広島市雪対策基本計画」

に関し、冬期間の交通や市民生活に密接に関係する各分野からの委員により、

様々な立場から多様な視点で検討し提言書を作成するため、「北広島市雪対策基

本計画策定検討委員会」が設立されました。 

 

《委員》 

役職 氏名 委員区分 所属団体 

委員長 岸   邦宏 学識経験者 北海道大学大学院 

副委員長 松村  博文 学識経験者 北方建築総合研究所 

委 員 

大川  壽雄 連合町内会関係者 北広島連合町内会 

川口  淳 交通関係者 北海道中央バス㈱ 

川幡  博行 社会福祉関係者 北広島市社会福祉協議会 

河村  幹雄 除雪業者 北広島道路維持協同組合 

斎藤  兼義 公募市民 市民 

佐藤   加代子 公募市民 市民 

鈴木   幹男 警察関係者 北海道警察厚別警察署 

仁木  裕香 公募市民 市民 
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《開催状況》 

○第１回 北広島市雪対策基本計画策定検討委員会 

日時 平成 23年６月７日（火） 18時 30分～20時 

場所 北広島市芸術文化ホール２階 活動室１ 

内容 基本計画及び除雪の現状等に関する事務局説明、質疑応答 

主な意見  

・除雪業者は、熟練者が減っていても若手を育成する余裕がない 

・人がいなくなって地域の除排雪が維持できないという懸念がある 

・どうして雪が家の前に溜まるのか説明すると、たいてい理解してもらえ

るので、町内会単位で説明が進めばよい 

・少子高齢化で置き雪の処理が難しく、ボランティアの担い手も不足 

・感謝の言葉をもらうと頑張れる 

 

○第２回 北広島市雪対策基本計画策定検討委員会 

日時 平成 23年７月 14日（木） 18時 30分～20時 

場所 北広島市芸術文化ホール２階 活動室 1 

内容 冬の生活に関するアンケート結果や置き雪処理に関する苦情の分析報

告、住民と行政の役割分担について検討 

主な意見  

・降雪量に比例して苦情も増える 

・苦情電話への対応の仕方 

・高齢化の高い地区で苦情が多い 

・行政対住民ではなく、苦情を住民同士で考えて 

・安全性にかかわる部分の経費は省かないでほしい 

・安全安心は行政の役割を基本とした上での市民協働 

 

○第３回 北広島市雪対策基本計画策定検討委員会 

日時 平成 23年８月 26日（金） 18時 30分～20時 

場所 北広島市消防本部３階 防災研修室 

内容 除排雪に関する取組事例および雪対策基本計画の「目標と重点施策」に

ついて検討 

主な意見  

・一部の市民だけ頑張っているのを、地域や市全体に広がるよう、目標の

ようなものを表現できないか 

・ボランティアの取り組み事例を計画書で紹介すべき 

・除雪のルールやマナーなどをいかに市民に分かってもらうかが重要 



 

 54 

 

○第４回 北広島市雪対策基本計画策定検討委員会 

日時 平成 23年９月 27日（火） 18時 30分～20時 

場所 北広島市役所本庁舎２階 会議室 

内容 事務局による素案について検討 

主な意見  

・もっと路上駐車について触れるべき 

・市民と行政の協働の具体例を想定すべき 

・冬の暮らしの工夫を懇談会で市民から引き出すと良い 

・除雪の仕方の工夫、健康面の注意、雪降ろしの安全対策、砂袋の利用法

等についてＰＲしてほしい 

・市民と行政の協働は、市民のボランティア意識の醸成やコミュニティを

再構築する良い機会である 

 

○第５回 北広島市雪対策基本計画策定検討委員会 

日時 平成 23年 11月８日（火） 18時 30分～20時 

場所 北広島市役所本庁舎２階 会議室 

内容 「連携」や「協働」の考え方に基づく「目標と重点施策」について検討 

主な意見  

・雪に対応した街区の形成のルールや指導とは具体的に何か 

・推進、促進の使い分けを整理すべき 

・連携、協働の内容について計画の構成が整理された 

・検討委員会の提言書として承認する 

 

○第６回 北広島市雪対策基本計画策定検討委員会 

日時 平成 23年 12月 19日（月） 17時 30分～19時 

場所 北広島市消防本部３階 防災研修室 

内容 委員会提言書として市長へ手交 
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(２)北広島市雪対策基本計画策定検討会議 

 

《委員》 

職 名 委   員 備  考 

委員長 建設部長 担当部長 

委員 

企画財政部 

財政課長 財政計画、予算 

都市計画課長 都市計画 

総務部 危機管理課長 防災・災害対策 

市民環境部 

市民課長 交通安全・公共交通 

環境課長 雪エネルギーの利用 

保健福祉部 

高齢者支援課長 除雪サービス等 

福祉課長    〃 

建設部 

庶務課長 国、北海道との渉外 

土木事務所長 除排雪 

経済部 商業労働課長 冬期イベント等 

教育部 

教育総務課長 通学路 

社会教育課長 ウインタースポーツ 

消防本部 警防課長 消防、救急活動 

事務局 建設部 土木事務所  

 

《開催状況》 

平成 22年度 

○第１回雪対策基本計画検討会議 

日時 平成 22年８月９日（月）13時より 

場所 本庁舎２階会議室 

内容 雪対策基本計画の策定について 
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○アンケート結果の報告 

日時 平成 22年 12月６日（月） 

内容 冬の生活に関するアンケート調査結果について電子メールにて報告 

 

平成 23年度 

○素案配付・意見の聴取 

日時 平成 23年９月８日（木） 

内容 北広島市雪対策基本計画素案を電子メールにて配付・意見聴取 

 

○第２回雪対策基本計画検討会議 

日時 平成 24年１月 25日（水）10時より 

場所 本庁舎２階会議室 

内容 北広島市雪対策基本計画案の確認について 
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(３)パブリックコメントの実施結果 

意見募集案件  

・北広島市雪対策基本計画について 

担当課 

・建設部土木事務所 

意見募集期間  

・平成 24年７月１日（日）から平成 24年７月 31日（火）まで 

原案の公表場所（閲覧・配布） 

・市役所（土木事務所、庶務課）及び各出張所 

・北広島市団地住民センター、エルフィンパーク、中央公民館、図書館、大曲ふれあ

い学習センター（夢プラザ） 

・市ホームページ、広報北広島７月１日号（特集版） 

意見の提出方法 

・書面（様式自由）による提出 

・持参、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれか 

・意見提出者は、住所・氏名を記入のこと 

意見 

・パブリックコメント募集期間中の意見の提出はありませんでした。 

  



 

 58 

 ３  冬のボランティアなどの活動事例  

 

北広島市の中学生・高校生・事業者による、社会奉仕活動の一環として除雪活動

を行った事例を掲載します。 

 

 

 平成 23年度ボランティア除雪活動事例  

主体 活動の概要 

中学生 

市内の中学生が、除雪困難世帯宅、幼稚園その他福祉施設等周辺の除雪を

行いました、このような活動を行った中学校は市内で３校あり、携わった

生徒は延べ約 400人でした。 

高校生 

市内の高校のうち１校の生徒（約 300 名）が、除雪困難世帯宅、保育所そ

の他福祉施設等周辺の除雪を行いました。除雪困難世帯宅周辺では、地元

事業者と共同で作業を行いました。 

事業者 
２事業者が、除雪困難世帯宅周辺の除排雪を行いました。うち 1 業者は、

上記の高校生と共同で作業を行いました。 

 

 

 

 

 

 

  

中学生 高校生 事業者 
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 ４  道路区分による除雪水準等  

 

冬季における、道路の区分別の除雪水準は、概ね以下のとおりです。 

主要幹線道路（４車線） 

 

（１）雪のあまり多くない時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※目標基準：圧雪厚５cm以内 

 

 

 

（２）大雪時・厳冬期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

右折車があっても 
通行に支障がない幅員 

歩行に支障と 
ならない幅員 

歩道部 歩道部 車道部 車道部 

1.5車線以上を確保 

歩道部 歩道部 車道部 車道部 
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幹線道路（２車線） 

 

（１）雪のあまり多くない時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

※目標基準：圧雪厚 20cm以内 

 

 

 

 

（２）大雪時・厳冬期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小型車とのすれ違いが 
できる幅員 

歩行に支障と 
ならない幅員 

歩道部 歩道部 車道部 

歩道部 歩道部 車道部 
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生活道路 

 

（１）雪のあまり多くない時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

※目標基準：圧雪厚 30cm以内 

 

 

 

 

 

（２）大雪時・厳冬期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緊急車両が 
通行できる幅員 

1車線＋歩行空間 
以上を確保 

用地幅 

用地幅 
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 ５  地域防災計画における大雪対策  

 

大雪により災害が発生した場合、又は災害が発生するおそれがある場合において、

応急対策を実施する必要があると認められたときは、災害対策本部の設置を検討し

ます。 

災害対策本部が設置されるまでの地域防災計画に基づくフローは次のとおりで

す。 

 

 災害対策本部等設置フロー  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※必要に応じ、国道・道道の道路管理者に除雪要請を行う 
※必要に応じ、自衛隊災害派遣要請を行う 

 

  

第１警戒配備 

警報等が発令 

第２警戒配備 

警報等が発令され、災害の発生が予想されるとき 

状況に応じて大雪対策連絡会議の設置 

大雪対策連絡会議の設置 
（災害対策本部の設置までに至らない場合） 

副市長＋７関係部長 

非常配備 

広域にわたる災害の発生又は被害が甚大であると予想される場合 

 

災害対策本部の設置 

災害対策本部の設置基準（雪対策関係） 

警報が発令され、総合的な災害対策を実施する 
必要があると認める場合 
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 ６  冬の暮らしに必要なルールに関係する法令  

 

本編に示す冬の暮らしに必要なルールに関する根拠法令は、以下のとおりです。 

①道路へ雪を出さない 

〇道路法（昭和27年６月10日 法律第180号） 

（道路に関する禁止行為） 

第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。 

(2) みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通

に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 

［罰則：第100条第１項第３号…１年以下の懲役又は50万円以下の罰金］ 

○道路交通法（昭和35年６月25日 法律第105号） 

（禁止行為） 

第76条 

３ 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。 

［罰則：第119条第１項第12号の４…３月以下の懲役又は５万円以下の罰金） 

４ 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道

路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがある

と認めて定めた行為 

［罰則：第120条第１項第９号…５万円以下の罰金］ 

○道路交通法施行細則（昭和47年11月20日 北海道公安委員会規則第11号） 

（道路における禁止行為） 

第19条 法第76条第４項第７号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に

掲げるものとする。 

(2) みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他

これらに類する物をまき、又は捨てること。 

  



 

 64 

②路上駐車をしない 

○自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和37年６月１日 法律第145号） 

（保管場所としての道路の使用の禁止） 

第11条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 

［罰則：第17条第１項第２号…３月以下の懲役又は20万円以下の罰金］ 

２ 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 

(1) 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12 時間以上駐車することとなるよ

うな行為 

(2) 自動車が夜間（日没時から日出時までの時間をいう。）に道路上の同一の場

所に引き続き８時間以上駐車することとなるような行為 

［罰則：第17条第２項第２号…20万円以下の罰金］ 

 

③作業の支障となるもの（歩車道の段差解消ブロックなど）を道路に置かない 

・道路法第43条（前頁「①道路へ雪を出さない」参照） 

・道路交通法第76条（前頁「①道路へ雪を出さない」参照） 

 

④河川に投雪をしない 

○河川法施行令（昭和40年２月11日 政令第14号） 

（河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止） 

第16条の４ 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 

(2) 河川区域内の土地（中略）に土石（砂を含む。以下同じ。）又はごみ、ふん

尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。ただし、河川区域内

において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでな

い。 

［罰則：第59条第２項…３月以下の懲役又は20万円以下の罰金］ 
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⑤マンホールや雨水桝に投雪をしない 

○下水道法（昭和33年４月24日 法律第79号） 

（公共下水道管理者以外の者の行う工事等） 

第16条 公共下水道管理者以外の者は、公共下水道管理者の承認を受けて、公共下

水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行うことができる。ただ

し、公共下水道の施設の維持で政令で定める軽微なものについては、承認を受け

ることを要しない。 

［罰則１：第45条第１項…公共下水道（中略）の施設を損壊し、その他公共下

水道（中略）の施設の機能に障害を与えて下水の排除を妨害した者…５年以

下の懲役又は100万円以下の罰金］ 

［罰則２：第45条第２項…みだりに公共下水道（中略）の施設を操作し、よっ

て下水の排除を妨害した者…２年以下の懲役又は50万円以下の罰金］ 

 

⑥屋根からの雪を道路に落とさない 

○北海道建築基準法施行条例（昭和35年７月30日 条例第33号） 

（氷雪の落下による危害の防止） 

第13条 多雪区域（令第86条第２項ただし書の規定により指定された区域をいう。

以下同じ。）内においては、道路境界線又は隣地境界線に近接していて氷雪の落

下による危害を生ずるおそれのある建築物には雪止めを設け、かつ、屋根又は天

井を規則で定める構造とする等、雪滑り及び氷の落下を防止するため有効な措置

を講じなければならない。 

［罰則：第63条…50万円以下の罰金］ 
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 ７  通学路の定義・基準  

 

「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令」における通学路の定義

は、以下のとおりです。 

○交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 

（昭和41年４月１日 政令第103号） 

第４条 

(1) 児童又は幼児が小学校（特別支援学校の小学部を含む。）若しくは幼稚園又

は保育所（以下これらを「小学校等」という。）に通うため１日につきおおむ

ね40人以上通行する道路の区間 

(2) 前号に掲げるもののほか、児童又は幼児が小学校等に通うため通行する道路

の区間で、小学校等の敷地の出入口から１キロメートル以内の区域に存し、か

つ、児童又は幼児の通行の安全を特に確保する必要があるもの 

 

 
 


